
第３回福島相双復興官民協議会 

 

議案 福島相双復興官民合同チームの設置・運営規約の改定（案）について 

 

 

【伺事項】 

平成29年1月1日付で、別紙のとおり福島相双復興官民合同チームの設置・

運営規約を改定すること。 

 

【主な改定内容】 

 ○第二条関係 

一般社団法人福島相双復興推進機構を公益社団法人福島相双復興推進機 

構に名称変更 

 

○第六条関係 

  チームの実働単位であるグループの構成や所掌の変更 

 

○第七条関係 

  各構成主体が参画・従事するグループの変更 

 

 

【添付資料】 

 別紙１ 福島相双復興官民合同チームの設置・運営規約（案） 

 別紙２ 福島相双復興官民合同チームの設置・運営規約 新旧対照表 

 

 

【参考資料】 

 官民合同チーム組織構成の変更 


